
憲
政
資
料
室
運
営
要
領 

（
平
成
元
年
三
月
二
十
八
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

改
正 

平
成 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第 

二
号 

同 
 

十
四
年 

十
月 

 

三
日
同 

 
 

第
十
九
号 

同 
 

十
六
年 

九
月
二
十
八
日
同 

 
 

第 

六
号 

同 

二
十
三
年 

六
月
二
十
三
日
同 

 
 

第
十
一
号 

同 

二
十
九
年
十
二
月 

 

八
日
同 

 
 

第 

五
号 

令
和 

 

三
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

 

四
年 

三
月
二
十
九
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

 

七
年
十
二
月 

 

九
日
同 

 
 

第 

二
号 

 

（
趣
旨
） 

１ 

憲
政
資
料
室
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
（

令
和
四
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
及

び
国
立
国
会
図
書
館
中
央
館
に
お
け
る
資
料
の
利
用
並
び
に
中
央
館
及
び
支

部
図
書
館
資
料
の
相
互
貸
出
し
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
立
国
会
図
書

館
規
則
第
二
号
）
の
定
め
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

（
閲
覧
に
供
す
る
資
料
の
範
囲
） 

２ 

憲
政
資
料
室
に
お
い
て
は
、
日
本
の
近
代
及
び
現
代
の
政
治
に
関
す
る
史

料
そ
の
他
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
政
治
史
料
課
が
所
管
す
る
図
書
館
資
料
（

以
下
「
資
料
」
と
い
う
。
）
を
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
閲
覧
の
許
可
を
必
要
と
す
る
資
料
） 

３ 

資
料
は
、
規
則
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
閲
覧
の
許
可
を
必
要
と
す
る
資

料
と
す
る
。 

（
閲
覧
の
許
可
の
申
請
） 

４ 

資
料
の
閲
覧
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
す
る
閲
覧
許
可
申
請

書
は
、
憲
政
資
料
室
カ
ウ
ン
タ
ー
で
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
閲
覧
の
許
可
） 

５ 

資
料
の
閲
覧
の
許
可
は
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
が
与
え
る
。 

６ 

資
料
の
閲
覧
の
許
可
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
と
き
に
は
、
継
続
し
て
資

料
を
閲
覧
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
め
て
閲
覧
許
可

申
請
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
許
可
の
取
消
し
） 

７ 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
は
、
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
入
館
を
拒

ま
れ
、
又
は
退
館
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
閲
覧
の
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
閲
覧
許
可
証
の
交
付
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
返
却
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
請
求
資
料
の
数
） 

８ 

憲
政
資
料
室
に
お
け
る
規
則
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
数
は
、
請
求
中
の

も
の
（
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
の
予
約
を
受
け
付
け
て
い
る
も
の
を

含
む
。
）
及
び
未
返
却
の
も
の
の
数
を
含
め
、
二
十
点
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
返
却
の
場
所
） 

９ 

閲
覧
を
終
え
た
資
料
（
開
架
資
料
を
除
く
。
）
は
、
憲
政
資
料
室
の
カ
ウ

ン
タ
ー
に
返
却
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
資
料
の
室
外
閲
覧
の
禁
止
） 

10 

資
料
は
、
憲
政
資
料
室
の
外
で
閲
覧
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
所
管
外
図
書
館
資
料
の
閲
覧
の
禁
止
） 

11 

資
料
以
外
の
図
書
館
資
料
を
憲
政
資
料
室
で
閲
覧
す
る
こ
と
は
、
認
め



な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

資
料
と
併
せ
て
閲
覧
す
る
必
要
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合 

二 
資
料
以
外
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
閲
覧
す
る
た
め
の
機
器
が
当
該
マ
イ
ク

ロ
資
料
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
東
京
本
館
の
閲
覧
室
等
に

お
い
て
利
用
可
能
で
な
く
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
憲
政
資
料
室
で
閲
覧

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

（
資
料
の
返
却
時
に
行
う
閲
覧
の
予
約
） 

12 

利
用
者
か
ら
請
求
を
受
け
て
閲
覧
に
供
し
た
資
料
を
次
の
閲
覧
日
（
閲

覧
業
務
を
行
う
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
降
も
当
該

利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
は
、
当
該
資
料
の
返
却
を
受
け
る
際
に
、
別

に
定
め
る
資
料
予
約
票
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
資
料
の
閲
覧
の

予
約
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者

か
ら
予
約
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
の
数
は
、
予
約
の
申
込
み
を

受
け
付
け
る
閲
覧
日
一
日
に
つ
き
二
十
点
以
内
と
し
、
当
該
資
料
を
閲
覧
に

供
す
る
日
は
、
予
約
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
閲
覧
日
か
ら
五
閲
覧
日
以
内

で
当
該
利
用
者
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。 

 

（
複
写
） 

13 

資
料
の
う
ち
寄
託
文
書
及
び
国
立
国
会
図
書
館
が
原
本
を
所
蔵
し
な
い

マ
イ
ク
ロ
資
料
（
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
複
写
に
つ
い
て
は
、
当

該
複
写
の
申
込
み
の
際
に
、
寄
託
者
又
は
原
本
所
有
者
の
承
諾
書
（
当
該
承

諾
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
併
せ
て
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
国
立
国
会
図
書
館
が
承
諾
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
利
用
者
に
対
す
る
注
意
） 

14 

資
料
に
基
づ
く
研
究
及
び
調
査
の
成
果
を
公
表
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
資
料
に
関
係
す
る
者
の
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
そ
の
他
の
人
権
の
保
護

に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
及
び
法
律
上
の
問
題
が
生
じ
た
と
き
は
利
用
者
が
そ

の
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
注
意
を
喚
起
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
十
月
三
日
館
長
決
定
第
十
九
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
十
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日
館
長
決
定
第
十
一
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
館
長
決
定
第
五
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
三
十
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 
則
（
令
和
三
年
四
月
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
四
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

附 

則
（
令
和
七
年
十
二
月
九
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 
本
件
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


